
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和６年２月２１日（水曜日） 

    １０：００～１１：２０ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室）（Ｗｅｂ併用） 
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１．開 会 午前１０時００分 開会 

２．挨 拶 

３．審 議 

○徳永委員長 それでは、審議を進めさせていただきます。 

  説明はポイントを押さえて、効率的な議事進行にご協力いただければと思います。 

  まず道路事業ですけれども、事後評価の６事業、５件の審議をいたします。 

  事前に事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果につきまして石川委員からご報

告をお願いいたします。 

○石川委員 報告いたします。 

  道路事業ワーキングを１月３０日に開催いたしましたので、選定結果を報告いたします。 

  今回の事業評価の対象である道路６事業について、費用対効果分析の要因の変化、整備効果

の発現状況、また社会経済情勢の変化等を踏まえ協議した結果、費用、延長ともに規模が最

も大きいことに加え、ネットワーク区間として最終の事後評価となる東北横断自動車道釜石

秋田線釜石～花巻を重点審議事業に選定し、その他の事業を要点審議事業に選定いたしまし

た。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部から、資料１の一覧表に基づいた概要説明と、重点審議案件である資

料２－１の東北横断自動車道釜石秋田線釜石～花巻の説明をよろしくお願いいたします。 

◆道路審議案件一覧の説明 

【上記について、事務局から資料１により説明】 

◆重点審議案件 対応方針（案）の説明・審議 

・東北横断自動車道 釜石秋田線 釜石～花巻 

【上記について、岩手河川国道事務所長から資料２－１により説明】 

○徳永委員長  

それでは、これにつきましてご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。 

○南委員  

  資料１ですが、一番右側のほうで推計値と実測値に差が出ており、その理由をご説明されて

いるわけですが、今回の推計につきまして８９００ということになっておりますが、これは

このときの差が出た理由として、東日本大震災からの復旧事業需要が見込まれている影響を
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修正したということでの将来ＯＤ見直しによる減の結果、８９００台というふうに計算され

ていると捉えてよろしいのでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 ありがとうございます。 

  この令和２２年時点の推計値は、平成２７年のＯＤに基づいて算定してございます。資料１

でいうと、一番右側にその実測値と推計値を比較して２割少々ずれが出ておりますが、その

理由として、復興需要がＨ２７ＯＤに含まれているということでありまして、実は令和２２

年の推計のときにはこの影響は取り去っておりません。一応決まりとしては、最新のＯＤを

使うということになっておりますので、恐らくは復興需要の影響が含まれているであろうＨ

２７のＯＤをそのまま使わせていただいております。 

  ただ、先ほど資料２－１でお話をしたとおり、整備効果についてはしっかり出ているという

ふうに思いますし、今後事務的にはまたＯＤも更新されると思いますので、その辺は確認を

していきたいと思います。 

○南委員 ありがとうございます。この釜石道が沿岸への横軸の道路として大きな機能を果たし

ていると思います。港への連結というのはもちろんですけれども、宮古への１０６号と相ま

って沿岸への横軸としての重要な役割を果たしているかと思います。また、先ほどトリップ

の数にも表現されておりましたけれども、沿岸のほうでの釜石～釜石西のトリップが伸びて

いる印象がございました。短距離のトリップにおいても利用されている様子が見受けられま

すし、そういう意味での地域に果たしている役割があるのではないか、というふうに見させ

ていただいています。 

  もう１点、遠野の道の駅について需要が減るかと私も懸念しておりましたが、データとして

増えている様子が１０ページで示されています。案内のサイン（標識）を示す等の細やかな

対応があったことも大きいように思います。当初からのこうした丁寧な対応も評価していた

だきたいと思います。この横断道を生かしていけるように、意見として述べさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○岩手河川国道事務所長 ありがとうございます。ご指摘を踏まえて、今後いろいろ検討させて

いただきたいと思います。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  今の意見に関連して私からですが、この８７００台あるいは８９００台というのは、全線を

平均したような値という解釈でよろしいのでしょうか。５ページを見させていただくと、区

間ごとで大分４８００と６４００ということで差が出ているわけですが、この段階で６７０
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０というのが、この資料１に出ている数字ということですか。 

○岩手河川国道事務所長 こちらの５ページ目はあくまでも実測値でございまして、資料１のほ

うは全線というか区間の平均という形で出させていただいております。 

○徳永委員長 実測値として６７００というのがこういうふうに区間ごとに計測した値の平均的

な値。とすると、もっとこれ以上走っている区間があるかと思うのですが、１点気になるの

が、この江刺東和間が予測どおりにきちんと乗っていただいているかどうかというのが、東

北道、東京仙台方面から来たときに、かなり迂回感があるわけですが、そういう中で全体と

して伸びないということの一因にもそういう影響があるのかどうかというところは評価され

ているのでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 事実といたしましては、今ご指摘のような江刺田瀬、東和の部分の細

かい評価というのは、できていないという状況でございます。 

○徳永委員長 この辺１０７号ですとか、特に物流事業者からすれば、なるべく距離は最短ルー

トで行きたいというような、あるいは高速料金はなるべく安く済ませたいということがある

ので、そのあたりの影響というのは注視していかないといけないのかなということで、引き

続きしっかり見ていっていただければと思います。 

○岩手河川国道事務所長 はい。ありがとうございます。引き続き注視させていただきます。 

○徳永委員長 

  もう１点いいですか。この横断道ですとか三陸道とか、なかなかパーキングがなく、トイレ

やガソリンスタンドなど、そのあたりが少し不便だという話がよく聞かれるかと思うのです

が、その点この区間についてはどうでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 先ほどの資料の１０ページ目ですが、この区間で申し上げますと、遠

野インターを下りて少し左に曲がらないといけないのですが、近くに道の駅がございまして、

遠野風の丘でトイレ等の休憩はできるような形にはなっております。その辺は、一応スムー

ズな形で移動できるようなご案内はさせていただいているところです。 

○徳永委員長 そのあたり無料区間かと思いますので、そういう意味であまり降りることに対し

て抵抗は少ないとは思うのですが、それでもやはりなるべく降りずに済ませたいという方は

多いかと思いますので、いずれ長期的にはこの区間だけではく、全体的にそういうパーキン

グ、休憩施設をどうするのかというあたりは、こういう道の駅をより近接させるような形で

整備してもらうのか、地域との連携というところで、より使い勝手のいいものにしていって

いただけるとありがたいなと思っているところです。 
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○岩手河川国道事務所長 ありがとうございます。承知いたしました。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、こちらのほうにつきまして対応方針案を認めるということでよろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。 

  それでは次に、要点審議のほうに移ります。 

  要点審議事業の説明につきましては、先ほど一覧表で説明いただいておりますので、ご意見

があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  ではまず、私から１点ご質問というか確認ですが、２番の上北天間林道路について、現況交

通量９９００台でそれに対応する推計値が１万７００台ということかと思うのですが、それ

に対して将来交通量の予測が１万９０００台ということで、かなり開きがあります。それが

この表だけだとなかなか、なぜこの１万台が約倍の１万９０００台になるのかというところ

が少し分かりにくいので、そのあたりを補足でご説明いただけないでしょうか。 

○道路計画第一課長 ご質問ありがとうございます。 

  現況交通量のところで算出させていただいている数値につきましては、事業区間ネットワー

クのうち、今の開通済みのネットワークで算出をしているという状況ですので、今年度まで

に事業化しているもの全てが開通した状態で推計しているのが、真ん中の１万９７００台の

ところの事業化ネットワークでの推計とは異なり、現時点で開通しているネットワークで算

出しているというところなので、例えば、下北半島に続くような道路というところが全て開

通、もう既に事業化されているから開通している、この１万９７００台と比べるとどうして

も一部開通していないというところもあるので、こういった乖離が生まれているというよう

な状況でございます。 

○徳永委員長 そのときに、現在のネットワークにおいてはほぼほぼ目標どおり達成していると

いう評価でよろしいと思いますが、一方で将来については、それが倍まで増えると言ってい

ますが、それが本当に倍に増えるのだろうかというのは、現時点では判断つきかねるという

気がしております。 

  そういう意味では、対応方針のところでこの現状で十分だというような書き方で終わってし

まっているのですが、やはり今後ネットワークとしての事後評価を実施というような、その

次の事業と同じような評価にしておいたほうが良い気もするのですが、この点についてはい

かがでしょうか。 

○道路計画第一課長 はい、承知しました。検討いたします。 
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○徳永委員長 その他いかがでしょうか。 

○今野委員 １つよろしいですか。一度ご説明をいただいた内容と重複してしまうのかもしれま

せんが、鯵ヶ沢道路の将来交通量、落ち込みが大きいと思っているのですが、このあたりも

う一度ご説明をいただけますでしょうか。 

○道路計画第一課長 鯵ヶ沢道路の将来交通量の減少の理由につきましては、もともと前回再評

価のときに平成１７年のＯＤ表を使わせていただいていたのですが、今回算出するときには

平成２７年のＯＤ表を使って算出をしているということで、この将来ＯＤの見直しに伴って

減少しているというような状況でございます。 

○今野委員 それはやはり人口の減少だとか、産業の張りつきだとか、そういうことに関わって

きているのではないかという想定が、ＯＤの決定のときにおありになるのでしょうか。 

○道路計画第一課長 おっしゃるとおり、そういった社会的な情勢も加味されて、このＯＤとい

うのは変わってございますので、それは影響にはございます。 

○今野委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  そうしますと、その他についてはこの対応方針案のとおりでよろしいということになると思

うのですが、先ほどの２番につきましてはどういたしましょうか。少し修正をいただくのか、

どうするのか。 

○道路計画第一課長 それでは、対応方針案といたしまして、鯵ヶ沢道路のような記載を今考え

てございますが、事業の目的に対する効果をおおむね発現しているが、今後ネットワークと

しての事後評価を実施し改善措置の必要性等を検討する、こういった形の対応方針案の修正

ということで考えたいと思ってございます。 

○徳永委員長 ということでございますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、そういう形で若干の修正が入りますが、よろしくお願いいたします。 

  それでは、道路事業につきましては以上となります。 

  次が港湾事業になりますので、準備のほうをよろしくお願いいたします。 

  それでは、港湾事業の審議を行います。 

  港湾事業は事後評価１件でございます。事業選定ワーキングが行われていますので、選定結

果につきまして加藤委員からご報告をお願いいたします。 

○加藤委員 

  港湾事業ワーキングを２月１日に開催しましたので、選定結果を報告します。 



-6- 

  今回の事後評価の対象事業である能代港外港地区防波堤整備事業について協議した結果、事

業効果が十分に発現されていることに加え、事業費の変動も少なく、Ｂ／Ｃの変動もないこ

とから、要点審議事業に選定いたしました。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部から資料５の一覧表に基づいた概要説明をお願いいたします。 

◆港湾審議案件一覧の説明 

 【上記について、事務局から資料５により説明】 

○徳永委員長  

ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

○石川委員 

  ３億円分の費用増の内訳として、圧密沈下によって天端が少し下がったのでその分コンクリ

ートを増し打ちしたという話だったのですが、その圧密沈下量をあらかじめ予測はしていた

が、予測された以上に沈下してしまったということですか。 

○港湾空港部港湾計画課長 ご質問ありがとうございます。 

  お話のありましたとおり、若干、例えばここの防波堤であれば、大体過去の経験上で３０セ

ンチ程度の沈下量というものはあらかじめ想定はしております。ですので、計画してありま

した事業量、当初８０億円、この中で吸収される程度の沈下量というのは当初より考慮され

ておりましたけれども、今回対象になります防波堤の先端、沖合方向の沈下量が当初想定し

たよりも少し大きかったというところ、それと先ほど申しました前回評価以降の海象条件で、

ある年に非常に高波浪、相当な波浪が高い荒れた年度がございまして、そういったところで

若干先行して捨てさせていただいた石の飛散であるとか洗掘、そういったものも今回発生し

ております。 

  ですので、事業費的にいいまして、想定していて間に合うであろうと思われていた事業費に

対して、若干足が出てしまったという形でございます。 

○石川委員 コンクリートを増し打ちしたということですけれども、重量が変わるとやはりまた

圧密沈下量が変わってきてしまうので、その辺は検討されていらっしゃるのでしょうか。 

○港湾空港部港湾計画課長 ありがとうございます。 

  若干コンクリートボリュームが増えることによって全体重量というものは、今お話ありまし

たとおり増えてまいりますが、その都度安定性の技術的な照査のほうを確認した上で、大丈
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夫という形で確認した上で、施工させていただいております。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  では、私からですが、費用のほうは若干増加とはいえ、ほとんど変わっていない。それに対

して便益といいますか、輸送コストの削減効果のところでは、前回のほぼ倍に増えていると

いうことで、これだけを見ると単純にＢ／Ｃは倍近く増えるのではないかというふうに見え

るのですが、基準年を変更した結果、社会的割引率とかその影響で結果的にＢ／Ｃの値はほ

ぼ変わらないということかと思いますが、その基準年がいつからいつに変更されたのかとか、

その結果どういうことが起こっているのかというところがなかなか見えにくいものですから、

そのあたり追加説明していただけないでしょうか。 

○港湾空港部港湾計画課長 ありがとうございます。 

  港湾事業では、港湾投資の評価に関する解説書といったものをよりどころにしてＢ／Ｃを算

出させていただいております。 

  また、実際の費用、それから便益につながる取扱い貨物量、こちらのほうがそのままの数値

が反映されていけば、当然貨物量が倍近くなっているものでありますので、Ｂ／Ｃが上がる

ようなイメージというのは当然一般的に持つところでございます。 

  事業評価制度において、評価基準年の変更のみでは、社会的割引率の影響でＢ／Ｃが変動す

ることはございません。ただし、デフレーターによるＢ／Ｃへの影響はございます。 

今回評価では、デフレーターの影響のほか、貨物の新規需要が見込まれ、単年度便益は前回

評価時の最大2倍が見込まれることとなったものの、実績の取扱貨物量として令和4年度以前

の貨物が取り扱われていないことから、前回評価時に想定していた令和４年以前の便益がほ

ぼ消失してしまう形となった結果、将来の単年度便益が増加したにも関わらず、Ｂ／Ｃが向

上しない結果となったものでございます。 

○徳永委員長 分かりました。その他いかがでしょうか。 

○石川委員  

  全国的なルールで社会的割引率が４％となっているのですが、非常に適切に事業をやってい

てもＢ／Ｃがあまりよく見えないという、非常にハンディがあるというか、社会的にＰＲで

きないという感じがします。例えば、試算として社会的割引率を３％ぐらいに減らしたとき

には、もう少し見え方がよくなるということはあるのですか。 

  事業費が非常に大きいので、多分そこがすごく効いてしまうと思います。少し下げて試算す
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ると、もう少しいいＢ／Ｃの値が出てくるのではないかという気がします。その辺の感覚は

いかがですか。 

○港湾空港部港湾計画課長 ありがとうございます。 

  今の事業評価では社会的割引率４％が使われておりますけれども、今後そのパーセンテージ

のままでいいのかどうかというのは中央のほうの議論にもなっておりまして、社会的割引率

を小さく、４％のところを例えば２％であるとか１％であるとか、そういう検討というもの

も進んでいると聞いています。今後そちらのほうの動向も見極めていきたいなと思います。 

  今回の事業に対しまして、例えば４％のところ、少しパーセンテージを下げることで、やは

りここの便益のマイナス要因になっている部分というのは和らぐものと承知してございます。 

○石川委員 社会的割引率が大きいと、大きな事業がなかなかやりにくくなってしまう感じがし

ます。だから、大きな事業に対しては常にこういう問題が起こってくる気がするので、やは

りちょっと問題提起として何か少し感度解析みたいなものをやられて、これから何か事業を

新たに起こすときには、そういう感度解析みたいなものをやられて、どういう見え方するか

というのを少し今後検討されるといいのかなと思います。 

○港湾空港部港湾計画課長 どうもありがとうございます。今のご意見も踏まえまして、評価の

場合についての検討を進めていきたいと思っております。ありがとうございました。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。Ｗｅｂ参加の委員の皆様も大丈夫でしょうか。 

○南委員 

  資料５で例えば前回評価に含まれていない定性的効果ということで幾つも挙げられています。

海洋再生可能エネルギーの件は洋上風力発電で、これは港があったことが前提かどうか分か

りませんが、国のほうで指定されて、重要なプロジェクトとして動いております。こうした

ものをどう評価に組み入れていくか。こうした形で挙げていただいていることは、ワーキン

グのほうでもお示しいただいておりますし、視野の中に入っているわけですけれども、さら

に今のＢ／Ｃの議論と重ね合わせて見たときに、こうした定性的効果というのをどうさらに

評価の中に組み入れていくかということも重要な課題だと思います。 

  これもご検討されていることだと思いますけれども、今、事業評価に関わる大事な議論をさ

れておりましたので、ぜひそういう方向性も改めて持っておいていただきたいと思いまして、

一言意見だけ申し上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○港湾空港部港湾計画課長 ありがとうございます。 

  今回、定量的なものだけではなく、定性的評価についても若干ご紹介させていただいており
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ます。また、前回徳永先生のほうからも、前回の委員会の折にも防波堤というものの重要性

をもう少し、この効果というものをアピールすべきではないかという貴重なご意見も頂戴し

ていたところでございます。 

  我々としても防波堤事業というのは、その効果を見込む対象岸壁をある程度特定して便益を

出しておるわけですが、実際にその選定した岸壁だけではなく、その港内の他の岸壁利用に

おいても防波堤整備による恩恵を受けているというところもございます。 

  そのほか、再エネ関係の事業であっても別立ての事業として評価対象になる場合もございま

すが、いただいたご意見を踏まえまして、もう少し何とか数字として表せるかとか、便益で

計上できるものはないかというのは、引き続き検討してまいりたいと思います。貴重なご意

見ありがとうございました。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  その他よろしいでしょうか。 

  それでは、こちらにつきましても対応方針案を認めるということにしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  それでは、審議案件は以上ですので、審議結果の取りまとめを行う間、休憩を取りたいと思

います。 

では、８分再開ということでよろしくお願いします。 

午前１１時５分 休憩 

午前１１時８分 再開 

○徳永委員長 それでは、そろそろ再開したいと思いますがよろしいでしょうか。 

  それでは、本日の結果の取りまとめにつきまして、事務局より説明をよろしくお願いします。 

○司会（震災対策調整官） それでは、審議結果のまとめを読み上げさせていただきます。 

  【審議結果】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和５年度第４回委員会を令和６年２月２１日、東

北地方整備局において開催し、事業実施者（東北地方整備局)から事後評価対象事業の説明を

受け、審議を行った。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）道路事業 事後評価 審議結果 

    ●東北横断自動車道 釜石秋田線 釜石～花巻 
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    ●一般国道 ４号 金ヶ瀬拡幅 

     上記２事業について、「今後の事後評価及び改善措置の必要性はない」という対応方

針（案）は妥当である。 

    ●一般国道 ４５号 上北天間林道路 

    ●一般国道１０１号 鯵ヶ沢道路 

    ●一般国道  ７号 鷹巣大館道路 

    ●一般国道  ７号 鷹巣大館道路（Ⅱ期） 

     上記４事業について、「今後ネットワークとしての事後評価を実施し、改善措置の必

要性等を検討する」という対応方針（案）は妥当である。 

   ２）港湾事業 事後評価 審議結果 

    ●能代港外港地区防波堤整備事業 

     上記１事業について、「今後の事後評価及び改善措置の必要性はない」という対応方

針（案）は妥当である。 

  以上でございます。 

○徳永委員長 ただいまの審議結果について、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、審議結果につきましては以上のとおりということで、本日の審議は以上になりま

す。 

  熱心にご議論いただきましてありがとうございました。 

  それでは、司会を事務局にお返ししますので、よろしくお願いします。 

 

４．閉 会 午前１１時２０分 閉会 


